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困りごとや悩みごと、ご相談ください

　｢人権と行政の合同相談所｣を開設します。
　家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別、
年金、登記、生活保護、土地の売買など、暮らしの中での困りごとの
相談に応じます。
　相談は無料、秘密は厳守しますので、お気軽にお越しください。

☆日　　時　12月２日(水)　午前９時～午後３時
☆場所及び相談対応者

※アルコール消毒及びマスクの着用にご協力をお願いします。

☆お問合せ　住民課住民係　588ー8163

藤崎老人福祉センター 常盤老人福祉センター

○人権擁護委員　工藤　優
　　　　　　　　福士　竹志
　　　　　　　　三上　津香子
○行政相談委員　加福　ちゑ子
○青森行政監視行政相談センター職員

○人権擁護委員　浅利　克
　　　　　　　　小野寺 福雄
　　　　　　　　奈良岡 昭彦
○行政相談委員　三上　一
○司法書士　　　藤本　祥平
○青森行政監視行政相談センター職員

就学援助制度のお知らせ

　町では、小・中学校の児童生徒がいる家庭で、経済的な理由等によ

り就学が困難と認められる家庭に対して、学用品費などの就学に必要

な経費の一部を援助しています。

　就学援助を受けるには、次のとおり申請が必要です。

☆対象者

　小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

　①生活保護を受けている方

　②生活保護の停止、廃止を受けた方

　③児童扶養手当を受給している方

　④世帯全員の町民税が非課税である方

　⑤町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免、国民年金の掛金の

　全額免除を受けている方

　⑥その他特別な事情によるもの

☆申請方法

　申請書に必要事項を記入し必要書類を添付の上、学校又は町教育委

員会学務課に提出してください。また、年度途中で家庭状況等に変更

が生じた場合は、随時申請することができますのでご相談ください。

　申請用紙は、学校及び町教育委員会学務課で配布しています。また、

町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)にも掲載してい

ますのでご利用ください。

☆認定方法

　町教育委員会が定める認定基準に基づき判定し、結果を通知します。

☆お問合せ　町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内)　☎69ー5010

母子父子寡婦福祉資金の貸付予約について

　母子・父子・寡婦家庭の方を対象に、経済的に自立して安定した生
活を送るために必要な資金を低利子又は無利子で貸し付けする｢母子
父子寡婦福祉資金｣の貸付予約を受け付けします。

☆対象世帯　児童等が令和３年度に進学を希望しており、経済的理由
　　　　　  により進学させることが困難である世帯
☆資金種別　
　○就学支度資金　入学に必要な入学金、制服購入等に充てるための資金
　○修学資金　修学に必要な授業料、書籍代、交通費等に充てるための資金
　○修業資金　就職に必要な知識技能の習得費用に充てるための資金
☆申込締切　令和３年１月29日(金)
☆そ の 他　資金の貸付けを希望する方は事前相談が必要です。申請
　　　　　　から貸付けまでには１か月以上かかりますので、お早め
　　　　　　に電話予約の上、事前相談にお越しください。
　　　　　　貸付限度額等の詳細はお問合せください。

☆お問合せ　中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室福祉調整課　535－1622

人権に関する相談について
～新型コロナウイルス感染症に関して～

　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者・医療従
事者等が、誹謗中傷を受けるなどの事例が全国で起こっています。誤っ
た情報や不確かな情報に惑わされず、正確な情報に基づき判断・行動
するようにお願いします。
　新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別・偏見等の被害に
遭われた場合も人権相談を受付けています。

◎人権擁護委員の役割
　人権擁護委員は人権擁護委員法に基づいて、地域の皆さんから人権
相談を受け問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人
権侵害から被害者を救済したり、地域の皆さんに人権について関心を
持ってもらえるように啓発活動をしている、法務大臣が委嘱した民間
の人たちです。
※委員の委嘱は、町長が町議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補
　者を法務大臣に推薦しています。(任期：３年間)

◎人権擁護委員の主な活動
　○町内での特設相談(藤崎老人福祉センター、常盤老人福祉センター)
　○小中学校での人権教室
　○啓発活動(イベントでの啓発活動等)
　○法務局内での常駐相談

☆電話相談　月～金　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　※最寄りの法務局につながります。秘密は厳守します。

　○様々な人権に関する相談
　　｢みんなの人権110番｣　　　☎0570ー003ー110
　○いじめ・虐待など子どもの人権に関する相談
　　｢子どもの人権110番｣　　　☎0120ー007ー110(フリーダイヤル)
　○セクハラ・家庭内暴力など女性の人権に関する相談
　　｢女性の人権ホットライン｣　☎0570ー070ー810
　○外国語での人権相談(10言語対応)
　　｢外国語人権相談ダイヤル｣　☎0570ー090ー911

☆お問合せ　住民課住民係　☎88ー8163

不動産取得税のお知らせ

　不動産取得税は、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築・増

築・改築)などにより取得したときに、有償・無償の別、登記の有無

に関わらず、その取得者に一度だけ課税される県の税金です。不動産

の取得後、ある程度の期間をおいて納税通知書が送付されますので、

指定された納期限までに納付してください。

　 なお、一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場

合は、必要な書類を添えて申請することにより軽減となる制度があり

ます。詳しくは、県ホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/

life/tax/004_01fudousanindex_00.html)をご覧いただくか、中南地

域県民局県税部までお問合せください。

☆お問合せ　中南地域県民局県税部課税第二課　☎32ー1131

｢食育月間｣及び｢食育の日｣のお知らせ

　11月は｢食育月間｣、また毎月19日は｢食育の日｣となっています。
　食育月間では、国、地方公共団体、関係団体などが協力して、食育
推進活動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透を図ること
としています。皆さんもこの機会に大切な人と食卓を囲んだり、普段
の食生活を振り返ったりしてみましょう。

☆お問合せ　農政課農政係　☎88－8273



ヘルシークッキングのお知らせ

　加齢とともに心身の活力が低下する｢フレイル｣を予防する料理を皆
で作ってみましょう。
☆日　　時　12月８日(火)　午前10時～正午
☆場　　所　町文化センター ｢実習創作室｣

☆対　　象　町民　※定員８名

　　　　　　※申込多数の場合は抽選となります。

☆メニュー　サバ缶の炊き込みご飯など、３～４品程度

☆持 ち 物　エプロン、三角巾、マスク、持ち帰り用の容器(弁当箱程度)
☆参 加 料　100円　※当日徴収します。
☆申込締切　11月29日(日)
　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、変更や中止と
　　なる場合がありますのでご了承ください。
　※当日は実習のみ行います。試食はありません。

☆申込・お問合せ　町食生活改善推進員会　須藤　575ー5356
　　　　　　　　　※午後６時以降にご連絡ください。　

弘前地区環境整備センターからのお知らせ

◎クリスマス飾りとアロマワックス作り教室
　木製のミニツリーや、手作りドライフラワーとろうそくを使ったア
ロマワックスを作ります。クリスマスプレゼントにいかがですか。
☆日　　時　12月12日(土)　午前９時30分～正午
☆講　　師　ミニツリー・サンタクロース作り…尾崎 行雄 氏
　　　　　　アロマワックス作り…プラザ棟職員
☆対　　象　小学生以上10人　※小学生の場合は保護者の同伴が必要
☆持 ち 物　お持ちであれば好きな香りのアロマオイル、作品持ち帰り用の袋
　　　　　　※作業がしやすく汚れてもよい服装でお越しください。
☆申込期限　11月30日(月)　※必着
　　　　　　※応募多数の場合は抽選で決定し、12月７日(月)までに
　　　　　　　結果をお知らせします。

◎ミニ門松作り教室
　不要になったわらや竹、畳表などを再利用して制作します。
☆日　　時　12月19日(土)　午前９時30分～午後３時
☆講　　師　尾崎 行雄 氏
☆対　　象　10人(１人１基)　※小学生の場合は保護者の同伴が必要
　　　　　　※家族での参加は、１家族１基の制作となります。
☆持 ち 物　昼食、飲み物
　          ※作業がしやすく、汚れてもよい服装でお越しください。
☆申込期限　12月５日(土)　※必着
　　　　　　※応募多数の場合は抽選で決定し、12月11日(金)までに
　　　　　　　結果をお知らせします。

◎共通事項
☆参 加 料　無料
☆申込方法　往復はがきに教室名・住所・氏名・年齢・電話番　　　
　　　　　　号をご記入の上、郵送してください。
　　　　　　※往復はがき１枚につき２人まで応募できます。
☆場所・申込　弘前地区環境整備センタープラザ棟
　・お問合せ　〒036－8314　弘前市町田字筒井６－２
　　　　　　☎36ー3388
　　　　　　受付時間：午前９時～午後４時　　　　　　　
　　　　　　※月曜日は休館、月曜日が祝日の場合は翌日が休館
　　　　　 ※詳細はプラザ棟のホームページ(http://www.city.hirosaki.   

　aomori.jp/kankyoseibi/plaza/)をご覧ください。

地域子育て支援センターからのお知らせ

　在宅の未就学児とその保護者を対象に、次のとおりイベントを開催
します。参加は無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。

◎もちもち美味しいお餅できるかな？｢もちつき会｣
☆日　　時　12月１日(火)　午前10時30分～正午
☆場　　所　藤崎保育所　｢遊戯室｣
☆申込締切　11月25日(水)

◎サンタさんに会える！｢クリスマス会｣
☆日　　時　12月24日(木)　午前10時30分～正午
☆場　　所　町地域子育て支援センター(藤崎保育所内）
☆申込締切　12月16日(水)

☆申込・お問合せ　地域子育て支援センター　☎75ー6131
　　　　　　　　　藤崎保育所　　　　　　　☎75ー3305

「凧作り・凧揚げ教室」のお知らせ

☆日　　時　12月12日(土)　午前９時～午後４時
☆場　　所　常盤生涯学習文化会館　｢多目的ホール｣　ほか
☆対　　象　町民(小学３年生以下は保護者の同伴が必要)　※先着15名
☆準 備 物　えんぴつ、消しゴム、新聞(朝刊１日分)、はさみ、防寒

具、昼食(おにぎり等)※豚汁・ジュースを準備します。
　　　　　　※外で凧揚げをしますので、寒くない服装でお越しください。
☆材 料 費　１人1,000円　※当日集金
　　　　　　※制作サイズはＡ３サイズ(約30㎝×42㎝)
☆申込締切　12月４日(金)
☆そ の 他　○当日はマスクの着用をお願いします。
　　　　　　○新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、中
　　　　　　　止となる場合がありますのでご了承ください。

☆申込・お問合せ　町教育委員会生涯学習課　565ー3100
　　　　　　　　　町文化センター　　　　　575ー3311

やめよう！ 稲わら、もみ殻は貴重な資源です。焼却せず、収集やすき込
みで再利用に努めましょう。

わら焼きに関する相談・お問合せは農政課まで　☎88－8273
わら・もみ殻焼き！

「クリスマスおはなし会」を開催します

　おはなしの好きな方ならどなたでも参加できます。参加は無料、
クリスマスプレゼントもあります。皆さんお気軽にお越しください。
☆日　　時　12月12日(土)　午後１時30分～午後３時
☆場　　所　ふれあいずーむ館　
☆対　　象　幼児・児童(保護者含む)
　　　　　　※先着30名程度　※事前予約が必要です。
☆おはなし　わっこの会
☆テ ー マ　『ファンタジー』
　　　　　　○「アラジンとまほうのランプ」(読み聞かせ)
　　　　　　○「しらゆきひめ」(人形劇)　ほか
　※マスクの着用をお願いします。　　　　　

☆お問合せ　町図書館｢大夢」　☎75ー2288

弘前大学公開講座｢リンゴを科学する｣のお知らせ

　リンゴ生産者やリンゴ産業関係者、一般の方を対象に、リンゴに関
する講座を開講します。ぜひお気軽にご参加ください。

☆日　　時　12月６日(日)　午前10時20分～午後４時25分
☆場　　所　青森市中世の館 ｢大ホール｣(青森市浪岡大字浪岡字岡田43)
☆受 講 料　無料　
　※本講座は｢青森県民カレッジ｣の認定講座です。

☆申込・お問合せ　弘前大学農学生命科学部
　　　　　　　　　附属生物共生教育研究センター 藤崎農場　　　
　　　　　　　　　575ー3026

自衛官募集のお知らせ

○自衛官候補生(男女)
　☆資　　格　　18歳以上33歳未満の者
　☆受付期限　　11月20日(金)
　☆試 験 日　　12月５日(土)、６日（日）
○高等工科学校生徒(推薦)
　☆資　　格　　男子で中卒(見込含)17歳未満
　☆受付期限　　11月30日(月)
　☆試 験 日　　令和３年１月10日(日)又は11日(月)の指定する１日
○高等工科学校生徒(一般)
　☆資　　格　　男子で中卒(見込含)17歳未満
　☆受付期限　　令和３年１月６日(水)
　☆試 験 日　　令和３年１月23日(土)

　※応募方法や試験場所等の詳細はお問合せください。

☆お問合せ　自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所　☎27ー3871

ふじめぐり総選挙 実施中！ 藤崎町のお店をめぐって
豪華景品をゲットしよう！　

←詳細・応募は

　こちらから


